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分散登校(登校可能日)・学校再開に向けてのお知らせ

兵庫県には、緊急事態宣言が発令されていますが、1 日あたりの新型コロナウイルスの感染者数が少

なくなってきており、尼崎市では分散登校（登校可能日）が始まりました。ご家庭での健康管理や学習

への声かけなど、ご協力いただきありがとうございます。

今後も「新しい生活様式」が示される等、新型コロナウイルス感染予防のための対策を続けていかな

ければなりません。学校におきましても手洗いの励行や消毒等、感染予防に努めてまいります。

さて、学校再開に向けて、当面の予定とお願いをお知らせいたしますが、未定のことや急遽変更にな

ることもあるかと思います。保護者の皆様には、ご心配やご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協

力のほどよろしくお願いいたします。

１ 登校について

（１）毎朝、検温や風邪症状の確認を行い、「健康観察表」に記入してください。発熱等がある場

合は、症状がなくなるまで休養してください。

（２）マスクの着用、ハンカチの持参をお願いします。タオルやハンカチ等は個人持ちとしており、

共用ができません。

（３）集団登校で安全に登校してください。天候に関わらず、1 列で歩いて来てください。

（４）健康面やご家庭の事情で心配な場合は、保護者の判断で登校するかを決めてください。

登校しない場合は、学校（06-6488-3581）に連絡をしてください。

２ 学習について

（１）分散登校の日に、3 月、4 月にお配りした課題を提出してください。5 月にお配りした課題に

ついては、分散登校で進み具合を確認します。学校が再開しましたら、課題も使いながら、

授業を進めていきます。

（２）音楽、体育、家庭、図工等、実技を伴う教科については、指導方法を工夫しながら学習しま

す。水泳については、健康診断の１学期の実施が困難であり、安全面から今年度は行いませ

ん。ただし、水の事故等から身を守る安全についての心得の指導は、学年に応じて行います。

杭瀬小だより



３ 学校生活について

（１）基本的には、流水と石けんで手洗いを行います。流水で手洗いができない場合は、アルコー

ルを含んだ手指消毒薬を使用することがあります。

（２）消毒は、教室やトイレなど児童が利用する場所のうち、特に多くの児童が手を触れる箇所（ド

アノブ、手すり、スイッチ等）は１日 1 回以上消毒液を使用して職員が行います。

（３）学校で、児童が体調不良を訴えたり、発熱したりした場合は、保護者の方に連絡し、お迎え

に来ていただきます。症状がなくなるまで自宅で休養するとともに、かかりつけの医療機関に

相談するようにしてください。

（４）給食開始については、5 月 19 日時点で未定です。決まり次第お知らせいたします。

４ 下校後について

（１）手洗い、うがいをしてください。

（２）感染症を予防するために、運動、食事、休養及び睡眠の調和のとれた生活を心掛けてくださ

い。

（３）爪を短く切り、清潔にしておいてください。

（４）杭瀬っ子のきまりにあるように、午後 5 時 30 分には家に帰るようにしてください。

５ その他

（１）学校行事について

①児童の健康診断は、校医と相談しながら、2 学期も含め日程を決定します。

②自然学校（5 年）は、11 月 16 日～18 日の 2 泊 3 日で、修学旅行（6 年）は、9 月 17 日～18

日に予定しています。

③連合体育大会（6 年）と地区水泳記録会（5･6 年）については、今年度は中止となりました。

④体育大会と音楽会については、2 学期に予定していますが、実施の可否、内容等を検討して

います。

（２）学校再開初日の持ち物について

なお、今回お知らせしました内容は、5 月 19 日時点のものであり、今後の状況によっては、変更にな

ることがありますことをご了承ください。

□健康観察表（検温、健康観察、押印）

□ランドセル □黄帽子 □ハンカチ・ちり紙

□筆記用具 □連絡帳またはスタディプラン

□国語・算数（ノートは配られている学年のみ） □上ぐつ

□就学援助申請希望調査票 □臨時休業中の学習課題

※登校する時は、検温、健康観察、マスクを着用して登校してください。


